
2026.3.16 茨城県土木部検査指導課建設リサイクル担当 
建設リサイクル法第 10 条の届出及び第 11 条の通知に係る 

「いばらき電子申請・届出サービス」廃止のお知らせ 
 

「いばらき電子申請・届出サービス」による建設リサイクル法第 10 条の届出及び 11 条の通知に係る

電子申請は、令和 8年 3月 31 日（火）をもちまして終了させていただきます。 

 

 令和 8年 4月から、建設リサイクル法第 10条の届出及び第 11条の通知に係る電子申請を行う場合は、

提出先の「受付用メールアドレス」へ電子メールにて送付してください。 

（「受付用メールアドレス」等については、令和 8年 4月 1 日（水）に検査指導課 HP へ掲載いたします。） 

※工事場所が特定行政庁管轄内（水戸市，日立市，土浦市，古河市，高萩市，北茨城市，取手市，つくば

市， ひたちなか市）の場合は取扱いが異なりますので，各特定行政庁へお問い合わせください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


